
   国立大学法人愛媛大学情報セキュリティ委員会規程 

                              平成１６年４月１日 

                              規則第  １３  号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人愛媛大学情報システム運用基本規則第９条第２項の規

定に基づき、国立大学法人愛媛大学情報セキュリティ委員会（以下「委員会」という。)

に関し、必要な事項を定める。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 全学的な情報システムに係る情報セキュリティ対策に関すること。 

(2) 国立大学法人愛媛大学情報システム運用基本方針及び国立大学法人愛媛大学情報シ

ステム運用基本規則（以下「ポリシー」という。）並びに国立大学法人愛媛大学情報

システム運用・管理規程、国立大学法人愛媛大学情報格付基準等の策定、評価及び見

直しに関すること。 

(3) 情報セキュリティに係る障害発生時等における全学的な対応等に関すること。 

(4) ポリシー等に違反する行為に係る是正措置、勧告等に関すること。 

(5) 情報セキュリティに係る教育支援等に関すること。 

(6) 情報セキュリティに係る学外組織との連携協力等に関すること。 

(7) その他情報セキュリティ対策に関する必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 最高情報セキュリティ責任者 

 (2) 総括情報セキュリティ責任者 

 (3) 部局等情報セキュリティ責任者 

  (4) 第９条により設置された専門委員会の委員長 

  (5) その他委員長が必要と認める者 

２  前項第５号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、前条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行す

る。 

 （議事） 

第５条 委員会は、委員（次項に規定する代理者を含む。）の過半数が出席しなければ議

事を開くことができない。 

２ 第３条第１項第３号の委員が、やむを得ない事由により出席できない場合は、代理者

（当該部局等の部局等情報システム責任者等）を委員として出席させることができる。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見

を聴くことができる。 

 （勧告) 



第７条 委員会は、違反行為について、当該部局等に対し必要な措置をとるよう勧告する

ものとする。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、情報推進課において処理する。 

 （専門委員会） 

第９条 委員会に、本学における情報セキュリティに関する専門的事項を調査検討するた

め、専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会に関する事項は、委員会が別に定める。 

 （雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定

める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成１６年１１月１６日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成１８年３月８日から施行し、平成１８年３月１日から適用する。 

      附 則 

 この規程は、平成１８年７月２６日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２４年９月１２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 



 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


